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▲教室のようす

　村では、医療福祉の向上と健康の保持増進を図るため、10 月１日から乳
幼児医療費の助成年齢を６歳 ( 小学校就学前 ) から 12 歳 ( 小学校 ) まで引
き上げることとしました。
　この制度は、子どもが 12 歳に達する日以降の最初の３月 31 日までの保
険適用医療費と入院食事療養費の個人負担金分を助成するものです。
　医療費助成の詳細については、下記までお問合わせ下さい。
　問い合わせ　健康福祉課健康係 ( ☎ 42-1619)

　

今
年
度
か
ら
、
国
の
医
療
制
度
が
変

わ
り
、
特
定
健
診
の
結
果
を
３
つ
の
階

層
に
わ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
健
康
レ
ベ
ル

に
応
じ
た
保
健
指
導
を
、
保
険
者
ご
と

に
実
施
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら
れ
ま

し
た
。

　

村
国
保
で
は
、
こ
の
ほ
ど
生
活
習
慣

病
が
軽
度
な
方
（
情
報
提
供
レ
ベ
ル
）

の
う
ち
、
教
室
希
望
者
を
対
象
に
、
健

康
教
室
を
開
始
し
ま
し
た
。

　

開
講
式
で
は
、
薬
剤
師
、
健
康
運
動

指
導
士
等
の
資
格
を
有
し
、
全
国
で
講

元
気
ア
ッ
プ
教
室
始
ま
る
！

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
国
保
ヘ
ル
ス
ア
ッ
プ
事
業
）

小学校卒業まで小学校卒業まで
　　　　医療費を助成します　　　　医療費を助成します！！

10月
から

演
活
動
を
行
っ
て
い
る
、
長
島
寿
恵

先
生
（
東
京
都
在
住
）
の
講
演
を
行

い
、
28
人
の
希
望
者
の
ほ
か
、
一
般

の
方
も
参
加
し
ま
し
た
。

　

先
生
か
ら
は
「
生
活
習
慣
病
を
予

防
す
る
た
め
に
、
日
常
生
活
を
変
え

よ
う
と
す
る
時
は
、
決
意
し
た
こ
と

を
口
に
出
し
て
言
っ
て
み
ま
し
ょ

う
。
自
分
に
言
い
聞
か
せ
、
気
持
ち

の
持
ち
方
も
前
向
き
に
し
て
み
る

と
、
体
も
元
気
に
な
り
、
い
い
結
果

が
出
ま
す
」
と
い
う
ア
ド
バ
イ
ス

や
、
そ
の
他
に
食
事
、
運
動
面
で
健

康
を
維
持
す
る
た
め
の
方
法
な
ど
、

日
常
生
活
で
無
理
な
く
取
り
組
め

る
方
法
、
健
康
に
な
る
た
め
の
身
体

の
ツ
ボ
に
つ
い
て
も
て
い
ね
い
に

教
え
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

今
後
、
栄
養
士
に
よ
る
栄
養
指
導

の
ほ
か
、
４
回
の
運
動
教
室
が
予
定

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
生
活
習
慣
病
が
中
度
・
高

度
の
方
を
対
象
に
、
10
月
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
教
室
（
特
定
保
健
指
導
）
を

開
催
す
る
予
定
で
す
。対
象
者
に
は
、

健
康
福
祉
課
よ
り
ご
案
内
し
ま
す
。

こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
ご
参
加
下
さ
い
。

〜
生
活
習
慣
が
変
わ
れ
ば

　
　

心
も
体
も
数
値
も
変
わ
る
〜

対　　象
村内在住で健康保険に加入してる方
12歳に達した年度末まで（小学校卒業まで）

助成範囲
個人負担の全額
保険外の費用は対象外（特定医療費、診断書料、健康診断、予防接種）

方　　法

国　　保 県内の医療機関：窓口で、健康保険証を提示。

国保以外
県内の医療機関：窓口で、健康保険証と乳幼児医療受給者証を提示。
（医療機関により、取り扱いをしないところがあります。その場合は通常どお
り払い、助成費は後日、健康福祉課へ領収書を添えて償還払申請して下さい）

制度の内容
国　　保：申請の必要はありません
国保以外：受給者証の交付申請または更新が必要です（ ）


